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本報告は、養護教諭の職務に関して歴史的に視点をあてそこから実践の原則を明らかにし、今後の職務のあり方を

探るという研究の一端である。今回は健康教育世界会議での報告を通して養護教諭の仕事をとらえ分析したものにつ

いて報告する。

ThisreportfocusesontherolesofYogoteachersfromthehistoricalstandpointtolayouttheprinciple

ofpractice,whichisthenusedtoexploretheprospectivedutiesofYogoteachers.ThedutiesofYogo

teachersareanalyzedthroughreportspresentedatIUHPE(InternationalUnionforHealthPromotionand

Education)WorldConferences.

1．はじめに

本学研究紀要Nol4(2006年）でも紹介したが、養

護教諭の制度は日本独自である。

1995年以来InternationalUnionHealthPromotion

andEducation(以後IUHPEと表示する）の会議で日

本の養護教諭の実践研究の成果について報告し、国際

的な視点で養護教諭の職務を世界に問いかけてみた。

今回は、我々の報告に対する世界の反応と、諸外国

の健康教育者との交流を通じて明らかになったことを

報告する。

2．研究内容

1)IUHPE会議とは

IUHPE会議は国際健康教育ユニオンが主催し、

WHOやユニセフが後援している国際会議である。この

会議は3年に一度ずつ世界各国が持ち回りで会議を開

催している。

世界各国から健康教育に関係する研究者や国、地方、

地域の各レベルで健康政策を立案したり実行している

担当者、それぞれの国で実際に活動している実践家た

ちが2000人～3000人程度集まる。このような職種の

人たちが参加し、お互いの研究報告と実践交流を深め、

自国は勿論のこと、世界の人々の健康問題の解決とよ

り積極的な健康づくりに寄与することを目指している。

それだけに、報告者が「どのような人を対象として」

｢どのような目的と意図をもって」研究しているのか、

そして「この会議で何を訴えたいのか」がシビアに追

求される。

もう一つは、今世界規模ではどのような健康問題が

深刻か、その改善のために何が必要かを考えて大会毎

にメインテーマを設定する。そしてそのテーマにどの

ように迫るかを議論している。

例えば2001年にフランスで開催された第17回会議の

メインテーマは“健康：真の社会のための投資”であ

り、そのためのEthics(倫理)、Evidence(証拠)、

Advocacy(主張)Partnership(協力）を明らかにし

ようという柱が立てられていた。

会議では「健康の権利を保障することは政府の責任

と義務で、それを個人的・集団的。あるいは国内的･国

際的など様々な側面からアプローチしていくことが大

切である｡」という主張がなされた。

私たちNationalNetworkofYogoteacherin

JAPANのグループがこの会議に初めて参加したのは

1995年に幕張メッセで開催された会議である。それ以

後、今日まで約15年に渡り、プエルトリコ・サンフア

ン市、フランス・パリ市、オーストラリア・メルボル

ン市、カナダ・バンクーバー市で開催された会議に参
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加してきた。

この会議に参加することを通して、健康をどのよう

にとらえそれを実現するためには何が大切であるかと

いうことを原点に返って考えさせてくれた。こうした

視点で仕事をしていくことが仕事の質を変えていくこ

とにつながるのではないかということが分かってきた。

2)Yogoteacherを国際語にするために

我々の報告を世界各国の人たちに理解してもらうた

めには、養護教諭をどのように伝えるかということで

あった。養謹教諭という職業は日本独自の職業であり、

それをどのように英訳するかがまずは大きな課題で

あった。

これまでの我が国から海外向けに出されている英訳

をみると、School-nurse,Schoolnurseteacherなど

が最も多かった。

Schoolnurseの英訳は世界に理解されやすいが、す

べての養謹教諭が看謹士資格を持っているわけではな

いこと。また雇用や勤務形態、仕事内容がSchool

nurseとはかなり異なっていることが問題でこのまま使

うことに抵抗があった。またSchoolnurseteacherと

英訳すると「看護学校の先生ですか？」という質問を

受けることが多く、これも正しく認識されないことが

わかった。

そこで国内の学会にも提案をすると同時に、日本の

養護教諭を固有名詞として"Yogoteacher"として発

信することが当面は一番妥当だろうと考えた。これも

最初は「ヨガの先生ですか？」という質問を受けるこ

とが多かったのでYogoteacherとは何をする人かとい

うことの理解をしてもらうためHealthpromoterat

schoolとカッコ書きで入れることにした。

この言葉を使い始めて10年近くになるが、我々が参

加するこの会議の中では"Yogoteacher"とはどのよ

うな仕事をする人かが少しずつ理解されるようになっ

た。しかし、世界規模で理解されたわけではなく、国

内からの発信にもまだばらつきが残っている。

養護教諭にふさわしい英訳を一言で見つけるのは難

しく、これは「養謹」の概念をどのようにとらえるか

ということとも関連し、今後の大きな課題ではあるが、

当面は"Yogoteacher"をKoban・Sushi・Tenpura

のようにOnlyJapanとして発信していくことにしてい

る。

3）養護教諭の実践に対する世界の反応

我々はグループ研究という手法をとっている。研究

は現場の養護教諭が多いので、実践研究が主体になる。

このグループに参加したメンバーが自己の実践を出

し、それをグループ討議にかけその結果を生かしてさ

らに実践を積み重ね、その成果を報告するという手法

である。幸いにこの会議は3年に1回開催されるので、

3年間をかけて実践的に追究することができる。

このような我々の報告に対してどのような意見や評

価が寄せられたかアンケート結果やこれまでの交流を

通して明らかになったことについて述べる。

①養護教諭の職務に関連して

第17回大会では我々の報告を聞いてくれた人たちを

対象に簡単なアンケートとった。

回答数は28カ国62名であった。

＜アンケート項目＞

a養護教諭の実践（ポスター内容）に対する理

解

b回答者の職業

c養護教諭と同じような仕事をする人が自国に

存在するか。

d我々の報告に対する意見・感想

＜結果＞

A養護教諭の実践について

。よく理解できた53名

。あまりよくわからない2名

・無回答4名

b回答者の職業

・大学研究者

・政府自治体関係者

・公衆衛生機関関係者

・教員

・Healtheducator

・Healthpmmoter

*Schoolnurse

・Medicaldoctor

・Nurse

などの人たちであった。

c養護教諭と同類職種の有無

いる20名いない29名

わからない13名

であり、同類職種としてあげられたものには

・Schoolhealthnurse（南アフリカ）

・Schoolnurse（スペイン・カナダ・フランス

イギリス）

・Schoolhealthadviser（イギリス・uk)

・Healtheducator（オーストラリア）

・校医（中国）

・Healthpromoter（メキシコ）

・Schoolhealthvest（独）

などであった。
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これらの回答はどのような人を同類職種ととらえる

か、我々の仕事のとらえ方や回答者の立場によっても

影響されたと思われる。従って同一国でも二つの答え

がでてきた。

d我々の報告に対する質問や意見

・このような多様な仕事がどうして一人でできるの

か。

．そのためにはどのような勉強をしているのか。

などの質問が最も多かった。

それだけに、実践内容以外にも養謹教諭の養成制度

や雇用形態、身分などについても多くの質問が寄せら

れた。

これらの人たちの一部には口頭で質問し、学校職員

であるのか、常勤しているのか、子どもの健康にどの

ように関わっているのかなどを聞き取ったが、日本の

ように教育職員として常勤し、子どもの健康管理と健

康教育、健康相談などを一人の人が行っている国はな

かった。

我々が交流した中でもっとも強い関心を寄せた人が

欧米諸国のSchoolnurseの人たちであった。

彼女たちの関心は、多様な仕事をしている養護教諭

がどのような学びをしているのか、だれが雇用してい

るのか、勤務形態はどうなっているのかなどであった。

Schoolnurseの人たちも、我々のポスター報告をみ

て、子どもたちの健康問題が日本と共通していること

を認識したうえで、「我々も子どもたちのHealth

needsはわかっているが、今の勤務形態ではできない。

日本の養護教諭のような仕事の仕方がしたい｡」という

意見が多かった。

Schoolnurseの人たちの勤務形態は地域の公衆衛生

機関か教育委員会のような所に所属し、数校を受け持

つ。そして、主に医療や看護のニーズのある子どもた

ちにどのように学校生活を送らせるのかを教員や保護

者、あるいは子ども自身にアドバイスをするのが主な

仕事であった。従って、疾病や異常のない子どもたち

に関わることはほとんどない。最近増加しているメン

タルな問題に対しても関わるのはスクールヘルスカウ

ンセラーの役割になっている。また、何よりも一人の

子どもの生活や家族の状況、学習、友人関係などを丸

ごと理解した上で問題を受け止めて、その子どもに必

要なことは何かを考え必要な支援を創りだしていく。

このような養護教諭の関わり方はまさに日本的な発想

である。欧米では問題ごとに専門家が独立して関わり、

役割分担がはっきりしている。その分専門性は高いこ

ともうかがえる。

どちらも一長一短はあるが、欧米のSchoolnurseの

人たちは日本の養護教諭のような子どもへの関わり方

が必要だという意見であった。

また、19回会議でカナダのスクールナースだったと

いう人と交流した時、カナダではスクールナースの制

度が廃止されてしまったとのことである。（州によって

異なるかもしれないが）理由は、地域に小児保健セン

ターのような医療機関ができ、けがや病気の対応はこ

こでできるので学校には必要ないということが主要な

廃止理由になったということである。

同時に訪問した公立高校では、日本からの留学生も

多数いて、彼らに話を聞いた時「日本のような保健室

がなく、養護の先生もいないので、けがをした時が一

番困るが、メンタルな面でもカウンセリングルームに

行くしかない｡」と話してくれた。その高校のカウンセ

リングルームも見学させていただいたがカウンセラー

が数名配置されていて、子どもたち一人一人の担当が

決まっている。そして、そこには成績をはじめ、担任

との相性、友達関係などの問題も生徒が相談に来ると

対応するということであった。日本の養護教諭の仕事

と近い部分もあった。

カナダにおけるスクールナース制度の廃止は今後、

日本の養護教諭の職務を考えていく上で大変に興味深

く、一つの示唆を与えてくれた。

②共通する子どもたちの健康問題

先進諸国の子どもたちの健康問題に関しては、喫煙

やアルコール、薬物などの他に若者の性やメンタルな

問題、生活習慣病に至るような食生活や運動不足の問

題など、日本と共通していることがわかった。また、

発展途上国においても、生活習慣病や性の問題はある。

ブラジルの厚生省関係の人は、ストリートチルドレン

が生活習慣病になる恐れがあると報告していた。アメ

リカから入ってきた「コークとマックのせいだ」と指

摘され、子どもたちの食生活の欧米化が広く浸透して

いることがわかった。

また、虐待の問題は、欧米諸国では日本で虐待防止

法が制定される以前から対応されている。

日本との大きな相違点は、子どものみならず、虐待

をしてしまう親に対する教育や支援の制度が整ってい

ることである。日本では、子どもを保護するとそれで

終わりという感じがあり、親元にいつまでも帰れない

子どもや、帰るとまた虐待を受けてしまうというよう

な状況が起きている。一方「虐待」という概念すらな

い国もあるようで、それは親のしつけだという認識で

ある。

戦争を行っている国や発展途上国からは、この会議

への参加が少なく、この会議での交流はあまりできて

いないが、IUHPEとしては、子どもと女性の保護が強

く認われている。

その意味で我々の性教育をはじめとする健康教育の
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実践や、健康問題の解決に他機関や職種と連携した取

り組みなどには高い関心が寄せられた。

中でも最も大きな違いは、教育職員としてすべての

学校に常勤し、組織的な活動を創りだす中で子どもの

健康問題を解決していくような取りくみは大変注目さ

れた。

③養護教諭の実践に対する諸外国の評価

我々は、この会議での報告スタイルをポスターセッ

ションに提出して行っている。英語が堪能でないとい

うことが最も大きな理由であるが、

・静止した状態で視覚に訴えることができる。

・報告時間があまり制限されず、自由に交流できる。

というメリットも大きい。

15回．16回会議にはグループで1本のポスター報告

しかできなかったが、17回以降は10本・12本と報告数

を増やし、子どもの健康問題別に養護教諭の実践を報
、

告した。報告も同じ日時に指定し、並んで掲載できる

ように登録方法を工夫した。

日本の学会でも最近は少しずつ増えてきたが、実践

研究がこの会議では大変に注目される。このような子

どもたちの健康問題があって、その問題を解決するた

めに、養護教諭がこんな実践をした。その結果、この

ような変化が見られた。というようなものである。大

会の全体講演の中にも「統計や分析の中に健康が在る

のではなく、何を実践したかが重要なのである｡」とい

うことが主張されていて強く共感した。

今まで報告した主な実践の内容は、性教育・生活習

慣病予防の取り組み、児童生徒の委員会活動、学校保

健委員会活動、歯科保健活動、健康診断、健康相談な

どであるがこれ以外に、養護教諭の制度や保健室につ

いては独自にポスターをつくり、まずその存在と役割

を理解してもらえるように努めた。

ここが理解されないと、Yogoteacherとは何か？と

いう質問が出てしまいその説明から入らなくてはなら

ない。

養護教諭の実践はかなり多くの国の人たちの注目を

浴びた。健康診断に関しては、こんなにたくさんの項

目を毎年する必要があるのか、日本はお金持ちだから

できるのだろう。などという意見もあったが、子ども

たちの健康に関するデータをもちよってお互いに交流

しませんか、という提案には「検討してみたい｡」とい

う国の人もあった。

また、学校保健委員会活動（ネットワークづくり）

や児童・生徒の委員会活動（自治活動）も関心を寄せ

る人が多かった。子どもの主体的な健康づくり活動や、

子どもの健康問題を解決するときに、地域の資源や保

護者の協力を創りだす活動はHealthpromotionの発想

である。

こうした仕事の核になって活動するのが養護教諭で

あるというところが少しずつ理解されるようになった。

特に18回会議の閉会式では、日本の養護教諭の報告が

印象に残ったという大会主催者の発言があり、我々の

実践が理解され一定の評価を受けたたことが確認でき

た。

3．まとめと今後の課題

この会議には毎回約2000人～3000人が参加し、ポ

スター報告だけでも約1000本以上にのぼる。

養護教諭のこれまでの実践を世界に発信することを

通して、多くのことが学べた。

一つは、世界の視点から日本の子どもたちの健康問

題を見直すことである。

その中で相違点や共通点が見えてくる。薬物・飲

酒・喫煙、若者の性の問題、虐待やメンタルの問題、

生活習慣病などは先進諸国に共通して現れている。こ

うした問題に、誰がどのように取り組むのかはそれぞ

れの国の教育制度や医療制度、福祉制度によって異な

るが、どのような方法が有効かということの学び合い

と確認ができる。

発展途上国では、かつて日本が克服してきたような

寄生虫の感染や、結核その他の感染症などが問題に

なっている。こうした国では、日本の学校保健活動と

それを核になって推進してきた養護教諭の存在は自分

の国でも有効であるという見方がされた。

二つ目は健康問題の解決に向けた発想の転換である。

日本の学校現場ではしばしば“自分の健康は自分で

守りましょう”というような教育を行ってきた。しか

し、この会議に参加する中でこの働きかけが間違って

いるということを痛感した。ヘルスプロモーションの

発想は今日でこそ学校保健の中でも取り入れられ始め

たが、我々がこの会議に参加し始めた頃はまだ十分浸

透してはいなかった。

健康の個人責任というとらえ方は、ヘルスプロモー

ションの視点から考えると間違っている。

個人がより健康的な生活をするためには、個人技術

の向上やそれを支援する教育、またそれを実践しやす

くする環境の改善、これらがあってこそ初めて一人一

人の健康な生活づくりが実現する。

我々の報告を聞いたWHOのスクールヘルス担当官か

らは、「非常によくやっているが、こうした養護教諭の

取り組みに対して学校の責任者である校長はどのよう

な評価をしているのか」「養護教諭は地方自治体や政府

に対してどのような政策実現を要求しているのか」な

どという質問があり、我々の考えや実践の視点が狭く

弱いことが分かった。
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また、1995年当時は「これだけの仕事ができる養護

教諭は子どもの人数に関わらず一人しか配置されてい

ないのか。複数配置の要求はしないのか｡」といった意

見も寄せられ、複数配置の必要性は世界でも支持され

るという実感をもった。

2009年度からスタートした新しい『学校保健安全法』

では、養護教諭の役割がますます重視され、特に健康

教育や健康相談活動を充実することが盛り込まれてい

る。

これらは、子どもたちの健康問題がますます複雑で

多様になる中で、養護教諭が今日まで積み重ねてきた

実践があったからこそ、法改正がなされたともいえる。

世界に向けて目を開くことができたこの会議への参

加だったが、約15年にわたる5回の参加でもっとも強

く実感したことは、日本の養護教諭の実践が、世界に

十分通用するということ。

また、これまで我々が積み重ねてきた多くの実践が

世界の子どもたちの健康問題の解決に向けても役だつ

ということなどである。

一方、国内的にはこの間全国から多くの養護教諭が

自己の実践を持ち寄り、このグループの中で交流しな

がら力をつけていったことである。

基本的には一人職種である養護教諭の仕事の仕方に

はまだまだ格差が大きく、全体的なレベルを上げてい

くことが大きな課題である。

国内からこの会議に参加した研究者からは、「みなさ

んのような実践がどの養護教諭にもできるようになら

ないといけない｡」というシビアな意見も寄せられたが、

まさに全体の実践レベルをどう上げていくかも課題で

ある。

我々のグループは、まだ小さなグループではあるが、

全国から養護教諭が参加しているので、その人たちが

自分の地域で核になり、地域のレベルを上げていくよ

うな取り組みも始めている。

点から線へ、線から面へと広げていきたい。

養護教諭制度が制定されて今日で68年、それ以前の

学校看護婦時代を含めると104年が経過した。この間、

一貫して子どもの立場に立ち、子どもたちの健康保護

と発達保障を目指して活動して来ている。この間に

培った知恵や技術は脈々と受け継がれている。

「養護を掌る」という一言の職務規定しかない養護

教諭の仕事は、常に目の前の子どもたちの健康問題を

もとに創造していく仕事でもある。

子どもの健康問題が変われば当然仕事に必要な能力

やスキルは変わってくる。トラコーマを減少させるた

めに実践してきたことと、今日のようにメンタルな問

題が増加している時代では仕事の仕方は大きく異なる。

養護教諭に必要なことは、子どもの問題をつかむ力、

その問題を解決するためにどのような仕事を創造する

かという力量であり、この力量をつけることは今後ま

すます重要になる。

歴史から学びながら、新たな歴史に一歩を刻んでい

くような仕事をしていかなければならない。
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